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《本検討のポイント》 

• 地域高齢者の健康支援につなげるため、配食事
業の栄養管理の在り方を国として初めて本格的に
整理。 
 

• 今後利用の増大が見込まれる配食の選択・活用
を通じて、地域高齢者が適切に自身の栄養管理
を行えるよう、新たに事業者向けのガイドラインを

作成・公表することで、事業者の自主的取
組による地域高齢者の健康支援を推進。 
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•日々の配食には教材的役割が期待され、適切に栄
養管理された食事が提供される必要があることから、
献立作成の対応体制、基本手順、栄養価のばらつき
の管理等の在り方を提示。 

 

•利用者の適切な食種の選択を支援する観点から、 

- 配食事業者は利用者の身体状況等について、注文時
のアセスメントや継続時のフォローアップを
行うとともに、 

- 利用者側は自身の身体状況等を正しく把握した上で、
配食事業者に適切に伝えること 

 が重要であることと、その基本的在り方を提示。 
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何が新しいのか？ 



いつまでも元気に暮らすために･･･   

生活支援・介護予防 

住まい 

地域包括ケアシステムの姿 

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学
校区）を単位として想定 

■在宅系サービス： 
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護  
・小規模多機能型居宅介護 
・短期入所生活介護 
・福祉用具 
・24時間対応の訪問サービス 
・複合型サービス 
   （小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等 

 ・自宅 
 ・サービス付き高齢者向け住宅 等 

相談業務やサービスの 
コーディネートを行います。 

■施設・居住系サービス 
・介護老人福祉施設 
・介護老人保健施設 
・認知症共同生活介護 

・特定施設入所者生活介護 
                等 

 

日常の医療： 
 ・かかりつけ医、有床診療所 
 ・地域の連携病院 
 ・歯科医療、薬局 

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等 

・地域包括支援センター 
・ケアマネジャー 

通院・入院 
通所・入
所 

病院： 
 急性期、回復期、慢性期 

病気になったら･･･   

医 療 
 

介護が必要になったら･･･   

   介 護 

■介護予防サービス 

地域包括ケアシステムの構築について 

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で
自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包
括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、
地域包括ケアシステムの構築が重要 

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は
減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差 

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、
地域の特性に応じて作り上げていくことが必要 
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地域包括ケアシステムの構築に向けては、 
公的医療・介護保険の活用のみならず、 
地域高齢者の「自助」の推進も重要となる。 
 
配食事業者は、配食を通じて 
地域高齢者の自主的な健康管理を支援する、 
地域包括ケアシステムの重要な担い手である。 
 
また、利用者においては受け身の姿勢ではなく、 

自身の身体状況等を正確に把握し、配食事業者に
伝えるなど、配食事業者と協働して 
健康管理を主体的に図っていくことが重要となる。 
 
しかし、こうしたことは、 
まだ十分に認識されていないのではないか。 
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地域包括ケアシステムの構築に向けて、 
それぞれの立場で、 
意識改革や行動変容がどこまでできるか   。 
 
固定観念は括弧に入れて、 
自らに何ができるか、何をすべきかを 
真剣かつ大胆に考えてみる。 
 
私たちの考え方、取り組み方次第では、 
新たな配食に向けたチャレンジは、 
栄養施策の在りように大きなパラダイムシフトを 
もたらすかもしれない。 
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本日お話しすること 

１ 地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業
の栄養管理の在り方 
（１） 検討の背景 

（２） 地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業
の栄養管理の在り方検討会 

（３） 検討会報告書、ガイドライン、通知等 

（４） 今後の展開 
 

 

２ 行政栄養士の人材育成との関連 
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高齢者の低栄養対策は、 
我が国にとって喫緊の課題 
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○ 2010年から2025年にかけて、65歳以上の人口は1.2倍強、75歳以上の人口は1.5倍強増加する見込
みである。 

○ 世帯主が65歳以上の夫婦のみの世帯や単独世帯が増加し、2025年には全世帯の1/4を占める見
込みである。 
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図 高齢者の人口推計 

資料： 国立社会保障・人口問題研究所 
「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）」より 

健康局健康課栄養指導室作成 

図 高齢者の世帯状況 

資料： 国立社会保障・人口問題研究所 
「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）（平成26年４月推計）」より

健康局健康課栄養指導室作成 10 

高齢者の増加と世帯状況 

＜検討の背景①＞ 



資料： 厚生労働省「第６期計画期間・平成37年度等における介護保険の第１号保険料及びサービス
 見込み量等について」 （平成27年4月28日報道発表）より健康局健康課栄養指導室作成 
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図 要介護（要支援）認定者数 

○ 2015年から2025年にかけて、認定者数は1.2倍強増加する見込みである。 
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＜検討の背景②＞ 

要介護（要支援）認定者数の予測 



○ 65歳以上の低栄養傾向（BMI≦20 kg/m2）の高齢者の割合は17.8％であり、この10年間でみると有
意な変化はみられない。  

資料： 厚生労働省「平成26年国民健康・栄養調査報告」より引用 
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図 65歳以上の低栄養傾向（BMI≦20 kg/m2）の高齢者の割合 

図 低栄養傾向（BMI≦20 kg/m2）の高齢者の割合（男女計） 
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＜検討の背景③＞ 

低栄養傾向の高齢者の割合 



資料： 厚生労働省「平成26年国民健康・栄養調査報告」及び総務省「国勢調査」をもとに、健康局健康課栄養指導室で算出、作成 

《参考》 低栄養傾向の高齢者数（概算） 

○ 前述のとおり、65歳以上の低栄養傾向（BMI≦20 kg/m2）の高齢者の割合は、この10年間ほぼ
横ばいだが、65歳以上人口の増加により、低栄養傾向の高齢者数は増加しているとみられる。  

図 65歳以上の低栄養傾向者の概算※ 
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※ 65歳以上人口（国勢調査） に、65歳以上の低栄養傾向者の割合（国民健康・栄養調査）を乗じて算出したものであり、 
  あくまでも概算値である。 
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2% 

2% 

2% 

11% 

9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

75歳以上 

（再掲） 

65歳以上 

家庭 他の病院・診療所 介護老人保健施設 
介護老人福祉施設 社会福祉施設 その他 

図 医療機関退院後の行き先別にみた 
推計退院患者数の構成割合 

注： １） 平成26年９月１日～30日に退院した者を対象とした。 
     ２）   「家庭」には、病院・一般診療所への通院、在宅医療を含む。 

資料： 厚生労働省「平成26年患者報告」より健康局健康課栄養指導室作成 

医療機関退院後の行き先 

○ 高齢者の医療機関退院後の行き先は「家庭」が最も多く、75歳以上でも約７割に及んでいる。 
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図 介護保険施設退所後の行き先別にみた 
退所者数の構成割合 

資料： 厚生労働省「平成25年介護サービス施設・事業所調査」より健康局健康課栄養指導室作成 

注：  全国の介護保険施設の入所者を対象とし、全国の介護保険施設から抽出を行い、平成25年９月末の在所
者の１/２（介護療養型医療施設である診療所については全数）及び９月中の退所者の全数を客体とした。 

○ 介護保険施設退所後の行き先については、「医療施設」や「死亡」が最も多いものの、介護老人
保健施設では約３割、介護療養型医療施設では約１割の者が「家庭」である。 

介護保険施設退所後の行き先 
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○ 2012年度から2025年度にかけて、在宅医療を受ける者は1.7倍、在宅介護を受ける者は1.4倍
 増加することが見込まれている。 

資料：厚生労働省 「在宅医療・介護の推進について」を一部改変 
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＜検討の背景④＞ 



食事の心配事や困り事を解消し、
高齢者の低栄養を予防改善して
いくことが重要 
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○ 居宅サービス利用者・家族の約４割が、食事について心配事や困り事があると回答。 
○ 具体的内容としては、「食事内容」や「食事の準備や料理」、「食事形態」を挙げる者が多い。 

2.3 

2.5 

2.7 

4.6 

5.9 

5.9 

10.7 

13.9 

14.4 

21.0 

40.1 

41.9 

0 10 20 30 40 50

認知機能低下による食行動 

摂食・嚥下に関すること 

栄養補助食品 

配食サービス 

とろみ剤の使用 

食事介助 

治療食 

食欲不振対応 

買物 

食事形態 

食事の準備や料理 

食事内容 

(％） 

（複数回答） 
 

n=439 

資料： 平成24～26年度厚生労働科学研究補助金長寿科学総合研究事業（研究代表者：葛谷雅文、研究分担者：榎 裕美、   
     杉山みち子ほか）の結果（第58回日本老年医学会学術集会で一部公表）をもとに健康局健康課栄養指導室作成 

図 居宅サービス利用者・家族が 
利用者の食事について心配事や困り事があるか 

研究同意の得られた愛知県・神奈川県の
居宅サービス利用者（n=1142） 

ある 
38.4％
（n=439） 

ない 
61.2％
（n=699） 

欠損値 
0.4％ 
（n=4） 

図 食事に関する心配事や困り事の具体的内容 
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＜検討の背景⑤＞ 

居宅サービス利用者における食事の心配事や困り事 
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＜検討の背景⑥＞ 

食事に関するサービスの利用状況 

1.1 
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外食 

65歳以上 

（n=1242） 
75歳以上（再掲） 

（n=536） 

(％） 

○ 高齢者が普段利用している食事サービスで多いのは「外食」、「店で売っている弁当やお惣菜」で
 ある一方、「利用しているものはない」という者も多い。 
○ 「配食」を利用している者は４％前後と少ない。 

（複数回答） 

資料： 内閣府「平成24年度 高齢者の健康に関する意識調査」を一部改変 



○ 今後自分で食事の用意ができなくなったり、用意してくれる人がいなくなった場合に、食事に関する    
サービスの利用を希望する者（65歳以上：69.3％、75歳以上：62.9％）のうち、利用意向が最も高いの
は「民間による配食サービス」であり、次いで「公的な配食サービス」となっている。 
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75歳以上（再掲） 
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(％） 

（複数回答） 

資料： 内閣府「平成24年度 高齢者の健康に関する意識調査」を一部改変 20 

＜検討の背景⑦＞ 

食事に関するサービスの利用意向 



フレイル予防等
を軸とした 
栄養管理が 
望まれる 

施設に準じた 
栄養管理が 
望まれる 

施設での 
栄養管理 
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図 配食市場規模 
資料： 株式会社矢野経済研究所「メディカル給食・

在宅配食サービス市場に関する調査結果
2015」より健康局健康課栄養指導室で作成 

○ 配食市場規模は2009年度から2014年度の６年間で、1.8倍強拡大している。 
○ 高齢者世帯数の増加や、医療・介護の在宅化等の流れを受けて、栄養管理面を訴求した配食産業
の更なる普及が見込まれる。 

(億円） 
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＜検討の背景⑧＞ 配食市場規模の拡大 



○【食事療法の現状】食事療法が必要な人は約3割、そのうち半数が高血圧であった。 
 食事療法が必要な人のうち、約半数の者には対応がされていなかった。 

食事療法の 
必要な人のうち 

 

高血圧 51％ 
糖尿病 32％ 
腎臓病 10％ 

図 食事療法の必要性 

27.6 66.6 5.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要 必要でない 不明 

図 食事療法が必要な人のうち、疾病対応食の対応の有無 

48.3 43.8 7.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

疾病対応あり 疾病対応無 不明 

⇒ 食事療法が必要な人に応じた食事の提供が不十分  
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＜配食事業の栄養管理の現状と課題（抄）＞ 

第１回地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方検討会 髙田和子構成員提供資料 



《参考》「ニッポン一億総活躍プラン」（平成28年６月２日閣議決定） 

・配食を利用する高齢者等が適切な栄養管理を行えるよう、事業者向けのガイド 
 ラインを作成し、2017年度からそれに即した配食の普及を図る。 
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本日お話しすること 

１ 地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業
の栄養管理の在り方 

（１） 検討の背景 

（２） 地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業
の栄養管理の在り方検討会 

（３） 検討会報告書、ガイドライン、通知等 

（４） 今後の展開 
 

 

２ 行政栄養士の人材育成との関連 

24 



    （五十音順・敬称略） 

  氏名 所属 

  江頭 文江 地域栄養ケアPEACH厚木 代表 

  迫 和子 公益社団法人日本栄養士会 専務理事 

  新開 省二 東京都健康長寿医療センター研究所 副所長 

○ 髙田 和子 
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所

栄養教育研究部 栄養ケア・マネジメント研究室長 

 ◎ 武見 ゆかり 女子栄養大学大学院 研究科長 

  田中 昌枝 福岡県田川保健福祉事務所健康増進課 健康増進係長 

  新田 國夫 一般社団法人全国在宅療養支援診療所連絡会 会長 

早瀬 一彦 日清医療食品株式会社営業本部食宅便事業推進部 課長 

  平野 覚治 一般社団法人全国老人給食協力会 専務理事 

  堀江 和美 埼玉県和光市保健福祉部長寿あんしん課 介護福祉担当 

  松月 弘恵 日本女子大学家政学部食物学科 教授 

  松本 吉郎 公益社団法人日本医師会 常任理事 

  宮入 知喜 株式会社ファンデリー 常務取締役 MFD事業部長 

  ◎座長、○座長代理 

※ 早瀬構成員は交代により第４回検討会から就任。第３回までは新井広明構成員。 25 

地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方検討会 

＜構成員名簿＞ 



《平成28年》 

 ７月19日（第１回） 地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の 

            栄養管理の在り方に関する検討の基本的方向性について 

  

 ９月５日（第２回） ヒアリング ① 

           （配食事業における栄養管理の状況等） 

  

 10月３日（第３回） ヒアリング ② 

           （配食を活用した健康管理支援の状況等） 

  

 12月２日（第４回） ヒアリング等を踏まえた配食事業の栄養管理の在り方 

            について 

 《平成29年》 

 ２月８日（第５回）  報告書（案）・ガイドライン（案）について ① 

  

 ３月１日（第６回） 報告書（案）・ガイドライン（案）について ② 

  

  26 

地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方検討会 

＜開催経緯＞ 
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検討会報告書 
（平成29年３月１日公表） 

ガイドライン 
（平成29年３月30日公表） 



記載内容 

28 

検討会 
報告書 

ガイドライン 

国が取り組むべき事項 ○ ― 

自治体が取り組むべき事項 ○ ― 

配食事業者が達成に努める
べき事項 

○ ○ 



• 高齢化が急速に進展する中、地域高齢者等の食生活を支援す
る手段の一つとして配食の果たす役割は大きく、特に、在宅医
療・在宅介護の推進の流れの中で、良質な配食事業に対する
ニーズは今後ますます高まる見通し。 
 

• このため、本検討会を開催し、地域高齢者等の健康支援を推
進する配食事業の栄養管理の在り方について検討。 

地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の 
栄養管理の在り方検討会 報告書（概要） 

検討の背景（「第１ はじめに」） 
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地域高齢者の特性と配食に係る課題 
（「第３ 地域高齢者の特性と配食に係る課題」） 

• 地域高齢者では年齢階級が高いほど低栄養傾向になりやすく、
低栄養は循環器疾患による死亡、全死亡及び自立喪失のリスク
になる可能性。 

• 低栄養予防や栄養状態の改善に向けては、食品摂取の多様性
の確保、摂食嚥下機能に応じた食形態の対応、味付けの工夫等
が図られた食事が重要。 

２ 地域高齢者の栄養特性 

• 高齢化の進展に伴い、高齢者人口及び高齢者のみの世帯の増
加、要介護認定者数の増加が見込まれている中、地域包括ケア
システム構築の推進が課題。 

• 地域包括ケアシステムの下、在宅を基本とした生活の継続を目
指すには、適切な栄養管理を可能とする食環境の整備が重要。 

１ 地域高齢者を取り巻く食環境の状況等 

30 



• 配食事業の市場規模は2009年から６年間で約1.8倍拡大し※、今
後一層拡大する見込み。 ※ 2014年度：1,050億円（民間調べ） 

 

• 配食は独居又は夫婦のみの高齢世帯での利用が多く、摂食嚥下
機能の低下が疑われる者、食事療法を必要とする者も存在。 
 

• 配食事業者の中には、栄養価計算等を行わずに治療食を提供し
ている例があるほか、配食注文時のアセスメントが十分ではなく、
利用者の身体状況、栄養状態等に見合っていない食事を提供して
いる例も疑われる状況。 
 

• 配食については、自らの栄養や食事の課題、配食の意義等を十
分に認識できていない等、利用者等にも課題が存在。 

３ 配食事業をめぐる現状と課題 
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地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方 
（「第４ 地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方」） 

• 配食事業で最も基本となる献立作成に係るものとして、対応体制※、基本手順、
栄養価のばらつきの管理等について整理。 

 ※ 一定規模・内容の場合は管理栄養士又は栄養士が担当。 
 

• 在宅医療・介護の推進の流れの中、医療・介護関連施設と住まいをできるだけ
切れ目なくつなぐものとして、栄養素等調整食※への対応について整理。 

      ※ 在宅療養者等向けの食種として、エネルギー量、たんぱく質量、食塩相当量等を１つ又は
複数調整したもの。 

 

• 地域高齢者の中には摂食嚥下機能が低下した者もみられるため、物性等調
整食※への対応について整理。 

 ※ 摂食嚥下機能が低下した者に対する食種として、硬さ、付着性、凝集性等に配慮して調理
したもの。 

 

• このほか、調理、衛生管理への対応について整理。 
 

• さらに、利用者等の適切な食種の選択の支援を行う観点から、事業者は配食
注文時のアセスメント、配食継続時のフォローアップを行うこととし※、そのため
の対応体制、確認項目、留意事項等を整理。 

※ 管理栄養士又は栄養士が担当。低栄養が疑われる者や在宅療養者については、原則とし
て管理栄養士が担当。 

１ 配食事業における栄養管理の在り方 
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• 利用者等が配食を適切に選択・利用できるようにするために、
注文時、摂取時、継続時、相談先の確認等に係るものとして、
事業者、国・自治体が行うべき事項について整理。 
 

• このほか、事業者は利用者に提供している食種について専門
職向けの資料を必要に応じて用意し、当該利用者等を介して、
医療・介護関連施設等の専門職に資料を提供できる体制をとる
ことを推奨。 

• 事業者は、事業者向けガイドライン（以下、ガイドライン）※に即し
た配食の内容（栄養管理体制等に係る情報を含む。）について、
利用者等に分かりやすく情報提供。 ※ 平成29年３月30日公表 
 
 

• 国・自治体は、報告書及びガイドラインの内容を広く周知。 

２ 利用者等に対する、配食を活用した健康管理支援の在り方 

３ 配食事業に係る情報発信の在り方 
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今後に向けて（「第５ おわりに」） 

• 厚生労働省は本検討会における議論を踏まえ、ガイドラインを速
やかに策定・公表し、関係省庁や自治体とも連携しつつ、本報告
書及びガイドラインに即した配食の普及を図っていくことが必要。 
 

• また、厚生労働省はその普及に当たり、こうした新たな配食サー
ビスの利活用を図るため、配食事業者向け及び利用者等向けの
支援ツール等の整備を検討することが重要。 
 

• 地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の本格的な普及
に向けて、今後、本報告書の提言が関係者に広く理解され、適切
な栄養管理に基づく配食事業の普及が進み、地域高齢者等の食
事の選択肢及び利便性の拡大並びに健康の保持増進が図られ
ることを強く期待。 
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35 

健康局長通知 
（平成29年３月30日発出） 

健康局健康課長通知 
（平成29年３月30日発出） 

「『地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業
の栄養管理に関するガイドライン』の普及について」 

「地域高齢者等における配食の機会を通じた 
健康支援の推進について」 



健康局健康課長通知で 
各都道府県・保健所設置市・特別区の 
衛生主管部（局）長宛てに示されたこと 
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 【健康局健康課長通知のポイント】 

地域高齢者等における配食の機会を通じた健康支援の推進に係る基本的な考え方（抄） 

都道府県・市町村・特別区 
【配食を通じた地域高齢者等の健康増進に向けた連携体制の整備】 

ガイドラインを参考とした配食事業者の自主的な取組が進むことで、地域高齢者等の食事
の選択肢及び利便性が拡大し、健康の保持増進につながるよう、健康増進部門のほか、
高齢者をはじめとした栄養管理を必要とする者に対する支援を所管する部門との間で十
分な連携を図りつつ、その地域の実情に応じた取組を推進する。 

都道府県・保健所設置市・特別区 
【配食を通じた社会環境の整備】 

市町村・特別区 
【配食に関する情報提供及び相談体制の整備】 

地域高齢者の食生活を支援する手段の一
つとして、配食事業を通じた社会環境の整
備に取り組む。 
 

配食サービスを利用する地域高齢者やその
家族が配食を適切に選択し栄養管理に役
立てることができるよう、情報提供及び相談
体制の整備に取り組む。 
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【健康局健康課長通知のポイント】 
配食事業を通じた社会環境の整備、地域高齢者等の健康支援に関する情報提供・相談体制の整備（抄） 

１／３ 

都道府県・保健所設置市・特別区 
【配食を通じた社会環境の整備】 

市町村・特別区 

【配食に関する情報提供及び相談体制
の整備】 

ガイドライ
ンの周知 

地域高齢者等の低栄養予防の観点
から、社会環境の整備が進むよう、
適切な栄養管理に自主的に取り組む
配食事業者の増加に向け、関係機関
等の協力を得るなどしてガイドライン
の内容を広く周知する。 

栄養改善を目的とした配食の支援を
行っている場合、配食事業者が適切な
栄養管理に取り組む際の参考となるよ
う、配食事業者に対してガイドラインに
ついて情報提供する。 

配食事業
者の情報
収集と情
報提供 

ガイドラインに沿って適切な栄養管理
に取り組む配食事業者の情報収集
に努め、市町村の求めに応じて介護
サービス情報公表システムに掲載す
る地域の配食事業者に関する情報
提供を行う。 

介護サービス情報公表システムを活
用しながら、地域高齢者等への情報提
供に努める※。 

※ 平成29年３月31日付け各都道府県・指定都市・中核市介護保険主管部（局）長宛て老健局振興課事務連絡により、
配食等の生活支援等サービスについて、市町村が介護サービス情報公表システムも活用
しながら、積極的に高齢者やその家族、ケアマネジャー等に対し、情報提供に努めるよう、
各都道府県から管内各市町村に対し要請することが依頼された。 38 



介護サービス情報公表システム 
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都道府県・保健所設置市・特別区 
【配食を通じた社会環境の整備】 

市町村・特別区 

【配食に関する情報提供及び相談体制
の整備】 

地域高齢者
の実態把握 

地域高齢者等の特性に応じて、
ニーズの高い食事の種類の提供
に配食事業者が取り組みやすくな
るよう、地域高齢者等の健康課題
が理解・共有できる資料を作成し、
情報提供に努める。 

－ 

配食の啓発 配食を適切に選択し利用するため
の情報提供が進むよう、地域高齢
者等に対し、今後国が用意する啓
発資料等を適宜活用しつつ、地域
の実情に応じた手段を用いて広報
に努める。 

配食の重要性や利用の仕方について、
今後国が用意する啓発資料等を用い
て、啓発に努める。 

技術支援を 

行う体制整
備 

ガイドラインに沿った適切な栄養管
理の実施について、必要に応じて
専門的な技術支援を行う体制の整
備に努める。 

－ 

【健康局健康課長通知のポイント】 
配食事業を通じた社会環境の整備、地域高齢者等の健康支援に関する情報提供・相談体制の整備（抄） 

２／３ 
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都道府県・保健所設置市・特別区 
【配食を通じた社会環境の整備】 

市町村・特別区 

【配食に関する情報提供及び相談体制
の整備】 

利用者へ
のサポート 

－ 

利用者又は利用者の了解を得た配食
事業者から市町村に相談があった場合
は、適切な対応を行う。 

相談体制
の整備 

－ 

関連部門間で密接な連携を図りつつ、
配食利用者や配食事業者からの求め
に応じて相談や支援を行う体制を確保
する。特に、健康増進関係の部門は、
栄養士の配置のない他の部門に対す
る連携体制の構築に向けた働きかけに
努める。 

 
【健康局健康課長通知のポイント】 
配食事業を通じた社会環境の整備、地域高齢者等の健康支援に関する情報提供・相談体制の整備（抄） 

３／３ 
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このほか期待されること 
（できること） 

45 



期待される他の取組・検討事項（都道府県） 

（参考） 
 

 (イ) 本事業に関連して、以下のような取組を実施することも可能である。 
  a 協議体の設置に向けた生活支援等サービスの充実に関する研究会等の立

ち上げや開催 
  b 研究会や協議体等が中心となって実施する地域資源の実態調査等の情報

収集 
  c 生活支援等サービスに係るボランティア等の担い手を養成するための研修

等実施 
   なお、当該研修は市町村が単独で実施する研修を対象としている。一定程度
専門的な生活支援等サービスや市町村をまたぐ広域的な活動の場合、例えば、
広域的な移動（輸送）サービス従事者養成研修や広域的な配食サービスの調
理・配送に係る従事者養成研修等、単独の市町村だけでは養成が困難なものに

ついて、広域的な観点から都道府県が実施する場合は、「地域医療介護総
合確保基金」の活用が可能である。  

 
（「地域支援事業の実施について」（平成18年６月９日付け老発第0609001号）別紙「地域支援事業実施要綱」別記５の２の（３）のウ） 

• （地域支援事業に関連して）広域的な配食サービスの調理・配送
に係る従事者養成研修の開催 等 
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（参考）地域医療介護総合確保基金の概要 

出典： http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000073802.pdf （厚生労働省HP） 
     （平成29年６月９日アクセス） 
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期待される他の取組・検討事項（市町村・特別区） 

• 公的配食サービスへの検討会報告書、ガイドラインの適用の検討 

自治体から委託を受けて行う配食事業も対象となり得るが、当該配
食事業を、本報告書をもとにした事業者向けガイドラインに沿って運
用するかについては、各自治体の判断とすることが適当である。 

検討会報告書p２（ガイドラインp３にも同旨の記載あり） 
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  実施市町村数 1,073（61.6％）  

内 訳 
（重複あり） 

新総合事業の「その他の生活支援サービス」として実施 85 

介護予防事業の訪問型介護予防事業又は旧総合事業の生活支援
サービス事業として実施 

101 

任意事業の地域自立生活支援事業として実施 718 

その他（一般会計等） 333 

  実施保険者数 198（12.5％）  

内  訳 
（重複あり） 

地域支援事業以外の
介護予防事業 

健康づくり教室 48 

介護予防教室 59 

介護者支援事業 介護者教室・相談 41 

家族リフレッシュ事業 29 

直営介護事業 7 

高額介護サービス費の貸付事業 84 

その他※ 30 

表  保健福祉事業の実施状況 

※ 配食サービスや紙おむつの支給等がある。 

表  栄養改善が必要な高齢者に対する配食・見守り事業（地域支援事業での実施状況） 

出典： 「平成28年度介護保険事務調査の集計結果について」平成29年５月30日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡 

（参考） 公的配食サービスの実施状況（平成28年度） 

 調査時点：平成28年４月１日現在（一部の項目を除く。）、調査対象：全国1,741市町村（1,579保険者）（回答率100％）  

49 



地域支援事業、総合事業、 
任意事業、保健福祉事業・・・？ 
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本日お話しすること 

１ 地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業
の栄養管理の在り方 

（１） 検討の背景 

（２） 地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業
の栄養管理の在り方検討会 

（３） 検討会報告書、ガイドライン、通知等 

（４） 今後の展開 
 

 

２ 行政栄養士の人材育成との関連 
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第５ おわりに 
 

（略） 

 厚生労働省は本検討会における議論を踏まえ、ガイドライ
ンを速やかに策定し、公表するとともに、関係省庁や自治体
とも連携しつつ、本報告書及びガイドラインに即した配食の
普及を図っていく必要がある。なお、その普及に当たっては、
こうした新たな配食サービスの利活用の促進を図るため、配
食事業者向け及び利用者等向けの支援ツール等の整備も
必要になると考えられる。厚生労働省は、今後、関係者の意
見を聴きながら、これらの整備に向けた検討を行うことが適
当である。 

（略） 

検討会報告書 
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配食事業者向け及び配食利用者向けの支援ツールの整備等（平成29年度） 

配食利用者向け 配食事業者向け 

○ 配食事業者向けリーフレット 
 

（概要） 

 配食事業者が、より充実した内容で、健康支援型の配食事
業を展開していくための情報 
 

（成果物） 

 ガイドライン・報告書の内容をまとめた周知用リーフレット 

○ ガイドラインに沿った配食事業展開のため
の事例に関するウェブサイト掲載用資料 

（概要） 

 配食事業への新規参入や事業内容の拡充等を考えている
事業者がガイドラインを踏まえ、実際に事業を運用するため
の事例情報 
 

（成果物） 

 ガイドラインに沿って配食事業を展開している事例情報 

 
 
 
 
 
 
○ 配食利用者向けリーフレット 
 

（概要） 

 利用者及びその関係者（家族、医療・介護関連
の専門職等）が利用者の健康状態等に応じ、適
切な配食サービスを利用し、健康・栄養管理に主
体的に役立てていくための情報 
 

（成果物） 

 報告書の内容及び事例情報を踏まえた周知用
リーフレット 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

○ 配食サービス普及促進のための広告等に
使用する項目の整理 

（概要） 

 利用者を取り巻く環境等（地域、価格等）に応じて利用でき
るようにするため、事業者が広告等で使用する項目（配達地
域、取扱食種、金額等）可能な配食サービスに関する情報 
（成果物） 

 広告等で掲載することが望ましい項目の一覧 

成果物は厚生労働省ウェブサイト等で公表予定 53 



本日お話しすること 

１ 地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業
の栄養管理の在り方 
（１） 検討の背景 

（２） 地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業
の栄養管理の在り方検討会 

（３） 検討会報告書、ガイドライン、通知等 

（４） 今後の展開 
 

 

２ 行政栄養士の人材育成との関連 

54 



地域高齢者の食や栄養の課題解決を図るプロセスは、 
行政栄養士の人材育成にチャレンジするプロセス 
でもある・・・かもしれない。 
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１ 

２ 

３ 

自治体の保健・医療・福祉等の目指す姿の実現に貢献

できる栄養改善の目指す姿を明らかにする。 

自治体の保健・医療・福祉等の目指す姿の実現に

貢献できる行政栄養士の目指す姿を考える。 
※「行政栄養士の目指す姿」は、現状ありきではなく、自治体の保健・医療・福
祉等の目指す姿から、行政栄養士の役割の目指す姿と配置のあるべき姿に
ついて考えてみる。 

行政栄養士の目指す姿を明らかにし、自治体の
人材育成方針のもと、行政栄養士の育成方針を
考える。 

自治体の保健・医療・福祉等の目指す姿に、栄養
改善がどう貢献できるかを考えることから始まる 

ポイント① 
ポイント 

※行政栄養士が自分たちだけで考えた自分たちの目指す姿ではなく、自治
体が組織として期待する目指す姿を明らかにする 
 

出典： 「行政栄養士の人材育成ビジョンを考えるために」（厚生労働省健康局健康課栄養指導室）（平成28年８月） 56 



【ステップ② 】 自治体の保健・医療・福祉等の目指す姿（基本方
針）の実現に貢献できる栄養改善の目指す姿を
明らかにする 

 
自治体の保健・医療・福祉等の目指す姿（基本方針） 

 

 
 

 
 

自治体における栄養改善の目指す姿 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

今後、保健・医療・福祉等で、
栄養改善のニーズがさらに高
くなる施策は、なにか。 

自治体の保健・医療・福祉
等の目指す姿で、栄養改善
を通して実現できることは、
なにか。 

その中で、栄養改善を通し
て大きな成果があげられる
ものは、なにか。 

栄養改善の目指す姿を
実現すれば、保健・医
療・福祉等の目指す姿に
どの程度、近づけるか。 

出典： 「行政栄養士の人材育成ビジョンを考えるために」（厚生労働省健康局健康課栄養指導室）（平成28年８月） 57 



58 

都道府県 配置率 

本庁 100 % 

 健康づくり関係 97.9 % 

 児童福祉関係 17.0 % 

 高齢者福祉関係 4.3 % 

 その他 48.9 % 

保健所・福祉事務所等 100 % 

担当分野別行政栄養士の配置率 １／２ 

（計算式） 配置ありの都道府県数/47*100 

保健所設置市 配置率 

本庁 100 % 

 健康づくり関係 41.7 % 

 特定健康診査・特定 
 保健指導関係 

34.7 % 

 児童福祉関係 93.1 % 

 高齢者福祉関係 19.4 % 

 その他 90.3 % 

保健所・福祉事務所等 93.1 % 

（計算式） 配置ありの保健所設置市数/72*100 

出典： 「行政栄養士の人材育成ビジョンを考えるために」（厚生労働省健康局健康課栄養指導室）（平成28年８月） 

（平成28年６月１日現在） 



担当分野別行政栄養士の配置率 ２／２ 

特別区 配置率 

本庁 100 % 

 健康づくり関係 30.4 % 

 特定健康診査・特定 
 保健指導関係 

17.4 % 

 児童福祉関係 100 % 

 高齢者福祉関係 21.7 % 

 その他 100 % 

保健所・福祉事務所等 95.7 % 

（計算式） 配置ありの特別区数/23*100 

市町村 
（保健所設置市・特別区を除く） 

配置率 

本庁 87.2 % 

 健康づくり関係 83.2 % 

 特定健康診査・特定 

 保健指導関係 
16.0 % 

 児童福祉関係 28.4 % 

 高齢者福祉関係 4.6 % 

 その他 16.4 % 

（計算式） 配置ありの市町村数/1,645*100 

（平成28年６月１日現在） 

出典： 「行政栄養士の人材育成ビジョンを考えるために」（厚生労働省健康局健康課栄養指導室）（平成28年８月） 

59 



今回の配食の検討では、高齢者福祉部門等との
連携に向けて、具体的糸口※を提示 

60 

高齢者福祉関連の各施策等をよく理解した上で、 
「栄養」の視点・専門性を活かしながら、いかに連携できるか？ 

現状ありきではなく、自治体の保健・医療・福祉等の目指す姿
から、行政栄養士の役割の目指す姿と配置のあるべき姿につ
いて考える上で、今回の配食の取組をどう位置づけていくか。 

※ 介護サービス情報公表システムに掲載する地域の配食事業者に関する情報提供等 


